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(54)【発明の名称】 超音波診断治療装置

(57)【要約】
【課題】  画像診断と薬剤活性化治療とを円滑に実行で
きる装置を提供する。
【解決手段】  画像形成用の出力の低い超音波の送受の
ための診断用送受信部３２に加え、薬剤活性化のための
高いエネルギー密度の超音波を放射するための治療用送
信部４０を設けた。カテーテル状の超音波プローブ１０
の先端に設けられた振動子は、診断時には診断用送受信
部３２により、治療時には治療用送信部４０により、そ
れぞれ駆動制御される。超音波プローブ１０は内視鏡の
鉗子チャネルを介して患者の体内に挿入される。超音波
画像診断により患部を特定し、その患部に向けて超音波
プローブ１０から薬剤活性化のための高いパワーの超音
波を放射する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  体腔内に挿入され、超音波ビームを送受
可能な超音波プローブと、
前記超音波プローブに所定の診断用パワーの超音波ビー
ムを走査させ、この走査によるエコー受信信号により診
断画像を生成する診断用制御手段と、
前記超音波プローブに前記診断用パワーより高い所定の
薬剤活性化用パワーの超音波ビームを出力させる治療用
制御手段と、
前記診断用制御手段と前記治療用制御手段とを切り替え
動作させる切替制御手段と、
を備える超音波診断治療装置。
【請求項２】  内視鏡装置と、
該内視鏡装置の先端部から突出し、超音波ビームを送受
可能な超音波プローブと、
前記超音波プローブに所定の診断用パワーの超音波ビー
ムを走査させ、この走査によるエコー受信信号により診
断画像を生成する診断用制御手段と、
前記超音波プローブに前記診断用パワーより高い所定の
薬剤活性化用パワーの超音波ビームを出力させる治療用
制御手段と、
前記診断用制御手段と前記治療用制御手段とを切り替え
動作させる切替制御手段と、
を備える超音波診断治療装置。
【請求項３】  前記超音波プローブは、先端部に超音波
振動子が装着されたプローブ軸と、前記プローブ軸を収
容するシースとを含み、前記プローブ軸を回転させるこ
とにより超音波ビームをラジアル走査可能であり、
前記シースの先端部側面には開口が設けられ、前記超音
波ビームの出力方向が前記開口の範囲にあるときに前記
超音波ビームが前記シースを介さずに出力されるよう構
成される請求項１又は２記載の超音波診断治療装置。
【請求項４】  超音波ビームをラジアル走査したときの
エコー受信信号から前記開口の位置を求め、この開口位
置の情報に基づき開口位置調整のためのガイド表示を前
記診断画像と共に表示する開口表示手段を更に備える請
求項３記載の超音波診断治療装置。
【請求項５】  前記治療用制御手段は、超音波ビームを
ラジアル走査したときのエコー受信信号から前記開口の
位置を求め、前記プローブ軸の回転を制御することによ
り、求められた前記開口の位置に超音波ビーム出力方向
を位置合わせする方向合わせ手段を備え、前記薬剤活性
化用パワーでの超音波ビームの出力期間を開始する前
に、前記方向合わせ手段による前記超音波ビーム出力方
向の位置合わせを行う請求項３記載の超音波診断治療装
置。
【請求項６】  前記治療用制御手段は、前記出力期間中
にも所定のタイミングで前記薬剤活性化用パワーでの超
音波ビームの出力を中断し、前記方向合わせ手段により
前記開口に対する超音波ビーム出力方向の位置合わせを
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行う請求項５記載の超音波診断治療装置。
【請求項７】  前記開口の周囲の少なくとも一部に、前
記シースよりも超音波反射率の大きいマーカを備える請
求項３～６のいずれかに記載の超音波診断治療装置。
【請求項８】  前記シース内に液体を注入する注入手段
を備え、注入した液体が前記開口から排出されるよう構
成される請求項３記載の超音波診断治療装置。
【請求項９】  前記シースを回転させるシース回転機構
を備える請求項３記載の超音波診断治療装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、超音波を利用した
診断及び治療のための装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来から、消化管等に発生した初期ガン
を診断する方法として、超音波内視鏡による画像診断が
利用されている。超音波内視鏡には、光学内視鏡にカテ
ーテル状超音波プローブを設けた広義の超音波内視鏡
と、光学内視鏡の鉗子口から体腔内に挿入できるよう設
計された細径のカテーテル状超音波プローブとがある。
これらいずれの形式でも、超音波プローブ部分は、一般
に先端部側面に超音波振動子が装着されたトルクワイヤ
を、カテーテル状のシースチューブに回転自在に挿入し
たものとして構成される。そして、トルクワイヤを回転
駆動することにより、超音波振動子を回転する。すなわ
ち、シースチューブの側面方向（すなわち径（ラジア
ル）方向）に超音波ビームを放射し、ラジアル走査をす
る。
【０００３】一方、近年、ポリフィリン等の光活性型の
抗ガン剤を利用してガン組織を治療する研究が行われて
いる。その一例として、抗ガン剤が投与された体内患部
に対し、内視鏡の鉗子口からレーザファイバを導いてレ
ーザ光を照射する手法やそのための装置は既に存在す
る。
【０００４】また、光感受性薬剤を超音波で有効化する
手法が特開平08-245420号公報、特表平11-504534号公報
に開示されている。この手法は、血栓溶解治療のための
ものであり、光感受性薬剤を血管内に注入し、光の代わ
りに超音波を患部に照射することで患部近傍でのみ薬剤
を活性化し、患部以外での副作用発生を抑制するもので
ある。この従来技術では、先端に超音波振動子を装着し
たカテーテル状超音波プローブを血管内に挿入して患部
まで導き、振動子から患部に向けて超音波を放射する。
血栓は血管内に挿入したカテーテル状超音波プローブか
ら見れば挿入方向前方に位置するため、振動子はカテー
テル状超音波プローブの前方方向に超音波を照射するよ
うに配設されている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】光レーザファイバでレ
ーザ光を照射して抗ガン剤を活性化する従来技術には、
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次のような問題があった。まず、レーザ光は、照射スポ
ットが小さく、またパワー制御も容易でないため、ある
程度の広さを持つ抗ガン剤投与部位を均一に照射して抗
ガン剤を活性化させることは困難であった。また、レー
ザ光の届かない表層粘膜下に存在するガン組織に対して
は、抗ガン剤活性化効果が期待できないという問題もあ
った。また、患部状況や治療効果は光学内視鏡で視覚的
に確認できるだけであり、表層内部の患部状況等を知る
には、レーザ光照射用光ファイバに代えて超音波プロー
ブ等を鉗子口から挿入するなどの作業が必要であった。
【０００６】また、特開平08-245420号公報や特表平11-
504534号公報には、患部状態や治療効果を確認するため
の仕組みや手法については開示がない。これら公報に記
載の装置は、血管内の治療のためのものなので内視鏡に
よる目視確認は不可能である。また、この従来技術で
は、超音波発生装置は断層画像生成のための機構を備え
ておらず、もっぱら治療のためにのみ超音波放射が用い
られている。
【０００７】本発明はこのような問題に鑑みなされたも
のであり、患部の画像診断と薬剤活性化による治療とを
円滑に実行できる装置を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた
め、本発明に係る超音波診断治療装置は、体腔内に挿入
され、超音波ビームを送受可能な超音波プローブと、前
記超音波プローブに所定の診断用パワーの超音波ビーム
を走査させ、この走査によるエコー受信信号により診断
画像を生成する診断用制御手段と、前記超音波プローブ
に前記診断用パワーより高い所定の薬剤活性化用パワー
の超音波ビームを出力させる治療用制御手段と、前記診
断用制御手段と前記治療用制御手段とを切り替え動作さ
せる切替制御手段と、を備える。
【０００９】この構成では、診断用制御手段と治療用制
御手段を切り替え動作させることで、１つの超音波プロ
ーブで画像診断及び薬剤活性化による治療の両方を行う
ことができる。
【００１０】また、本発明に係る超音波診断治療装置
は、内視鏡装置と、該内視鏡装置の先端部から突出し、
超音波ビームを送受可能な超音波プローブと、前記超音
波プローブに所定の診断用パワーの超音波ビームを走査
させ、この走査によるエコー受信信号により診断画像を
生成する診断用制御手段と、前記超音波プローブに前記
診断用パワーより高い所定の薬剤活性化用パワーの超音
波ビームを出力させる治療用制御手段と、前記診断用制
御手段と前記治療用制御手段とを切り替え動作させる切
替制御手段と、を備える。
【００１１】この構成では、１つの超音波プローブで画
像診断と薬剤活性化による治療ができると共に、内視鏡
と組み合わせたことで、超音波照射による治療が終わる
とすぐにその効果の確認を内視鏡で視認することがで
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き、また、超音波照射中に超音波プローブが患部からず
れないかどうかを内視鏡で監視することもできる。
【００１２】本発明の好適な態様では、前記超音波プロ
ーブは、先端部に超音波振動子が装着されたプローブ軸
と、前記プローブ軸を収容するシースとを含み、前記プ
ローブ軸を回転させることにより超音波ビームをラジア
ル走査可能であり、前記シースの先端部側面には開口が
設けられ、前記超音波ビームの出力方向が前記開口の範
囲にあるときに前記超音波ビームが前記シースを介さず
に出力されるようにした。
【００１３】この態様によれば、シースに開口を設けた
ことにより、薬剤活性化のための超音波照射時に、超音
波をシースを通さず患部に到達させることができ、超音
波エネルギーの無駄を低減できる。
【００１４】更に好適な態様は、超音波ビームをラジア
ル走査したときのエコー受信信号から基づき前記開口の
位置を求め、この開口位置の情報に基づき開口位置調整
のためのガイド表示を前記診断画像と共に表示する開口
表示手段を備える。
【００１５】この態様では、開口位置に関連したガイド
表示（例えば開口の範囲を示す表示やその開口を通った
超音波による治療可能範囲など）を診断画像と共に表示
することで、超音波プローブやシースを操作して開口を
患部に向ける際の助けとなる。
【００１６】また、別の好適な態様では、前記治療用制
御手段は、超音波ビームをラジアル走査したときのエコ
ー受信信号から前記開口の位置を求め、前記プローブ軸
の回転を制御することにより、求められた前記開口の位
置に超音波ビーム出力方向を位置合わせする方向合わせ
手段を備え、前記薬剤活性化用パワーでの超音波ビーム
の出力期間を開始する前に、前記方向合わせ手段による
前記超音波ビーム出力方向の位置合わせを行う。
【００１７】この構成によれば、開口を患部に向けてお
けば、その開口に合わせて超音波ビームの出力方向を自
動的に調整でき、患部に対して薬剤活性化パワーの超音
波を効果的に照射することができる。
【００１８】本発明の好適な態様では、前記治療制御手
段は、前記出力期間中にも所定のタイミングで前記薬剤
活性化用パワーでの超音波ビームの出力を中断し、前記
方向合わせ手段により前記開口に対する超音波ビーム出
力方向の位置合わせを行う。出力期間中の振動子の開口
からのずれを自動校正することができる。
【００１９】また更に好適な態様では、前記開口の周囲
の少なくとも一部に、前記シースよりも超音波反射率の
大きいマーカを備える。
【００２０】この態様では、マーカを設けたことで開口
がより明確に検出可能となるので、前述のガイド表示や
ビーム方向合わせをより精度よく行うことができる。
【００２１】また別の好適な態様では、前記シース内に
液体を注入する注入手段を備え、注入した液体が前記開
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口から排出される。
【００２２】この態様では、シース内に注入され開口か
ら排出される液体は、振動子とシースの間に充填されて
音響媒体として作用すると共に、発熱した振動子を冷却
する冷却剤としても作用する。
【００２３】また、更に別の好適な態様では、前記シー
スを回転させるシース回転機構を備える。この態様で
は、シースを回転することができ、開口の向きを調整す
ることができる。
【００２４】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態（以下
実施形態という）について、図面に基づいて説明する。
【００２５】［概要］本実施形態の超音波診断治療装置
は、超音波を用いた画像診断と、超音波を用いた薬剤の
活性化とを１つの超音波プローブで実現したものであ
る。
【００２６】本実施形態の超音波診断治療装置は、超音
波プローブを診断モードと治療モードの２つのモードで
制御する機構を備える。診断モードでは、振動子を診断
用の比較的低いパワー（数～十数ｍＷ程度）で駆動して
超音波の送受信を行い、診断画像を形成する。治療モー
ドでは、薬剤活性化に適した強いパワー（例えば１Ｗ程
度。診断時のパワーよりも高い）で振動子を駆動して強
い超音波を放射し、被検体患部に集積した薬剤を活性化
させる。これにより、１つの超音波プローブにて診断画
像生成と薬剤活性化の両方を実現している。以下、実施
形態の装置の詳細な構成を説明する。
【００２７】［装置構成］まず図１を参照して、本実施
形態の超音波診断治療装置の超音波プローブの構造につ
いて説明する。図１には、内視鏡先端部２２の鉗子口２
８から超音波プローブ１０の先端部が突出している様子
を示している。
【００２８】超音波プローブ１０は、先端部に超音波振
動子１６が装着されたプローブ軸１４を、樹脂等で形成
した可撓性のシース１２の中に挿入した形で構成され
る。プローブ軸１４は、例えばトルクワイヤによって構
成されており、可撓性を有するが、回転に伴うねじれは
最小限に抑えられている。このプローブ軸１４内に、超
音波振動子１６につながった信号ケーブルが通ってい
る。
【００２９】この例では、超音波振動子１６は、超音波
プローブ１０の側面方向（すなわちプローブ１０の長手
方向に垂直な方向）に向けて超音波ビームを送受するよ
う、超音波送受面を側面に向けた姿勢でプローブ軸１４
先端に取り付けられている。シース１２は例えば外径２
～３ｍｍ程度であり、超音波振動子１６は超音波送受面
が例えば１ｍｍ角程度のサイズである。
【００３０】シース１２の先端部には、開口１２ａが設
けられている。開口１２ａは、プローブ軸１４をシース
１２先端まで挿入した状態での超音波振動子１６に対応
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する位置に設けられている。図２は、シース１２の開口
１２ａを正面から見た様子を示す図である。図２に示す
ように、開口１２ａは、超音波振動子１６の超音波送受
面全体が外部に露出する（すなわちシース１２に覆われ
ないようにする）ために十分なサイズとなっている。こ
れにより、超音波振動子１６が開口１２ａに位置合わせ
された状態では、超音波振動子１６から放射される超音
波がシース１２で減衰されることなく外部に放射可能と
なっている。治療モードでは、この開口１２ａを、体腔
壁１００の患部組織１０２（図１参照）に向けた状態で
超音波を放射することで、超音波のエネルギーが効果的
に患部組織１０２に到達するようにしている。なお、図
２に示した開口１２ａの形状は一例であり、基本的に開
口１２ａはどのような形状であってもよい。
【００３１】図３は、本実施形態の装置のプローブ部分
全体の外観を示す図である。図１に示した内視鏡先端部
２２は、内視鏡操作部２０から延びる挿入部２１の先端
部分である。内視鏡先端部２２の照明口２４及び観察口
２６（図１参照）は、挿入部２１及び内視鏡操作部２０
内を通る照明用、及び観察・撮影用のライトガイド（光
ファイバ）にそれぞれ接続され、これらライトガイドは
更に接続コード２０ａを通って光源ユニットやプロセッ
サなど（図示省略）まで延びる。挿入部２１には、ライ
トガイドの他に、処置具導入部２０ｂから鉗子口２８ま
で延びる鉗子チャネルが設けられている。本実施形態の
超音波プローブ１０も、この処置具導入部２０ｂから鉗
子チャネルを通り、鉗子口２８から突出している。
【００３２】プローブ駆動部１０ａには、プローブ軸１
４を回転駆動するためのモータその他の回転機構が内蔵
されている。この回転機構によりプローブ軸１４が回転
することで、先端に設けられた超音波振動子１６が回転
し、ラジアル走査が実現される。プローブ駆動部１０ａ
は、接続コード１０ｂを介して超音波診断治療装置本体
（図示省略）に接続されており、この本体からの駆動制
御信号に従ってプローブ軸１４を回転駆動する。また、
超音波振動子１６に接続された信号ケーブルもこの接続
コード１０ｂ内を通って本体に接続されている。
【００３３】プローブ駆動部１０ａ近傍には、シース回
転用操作部１７が設けられている。シース回転用操作部
１７は、シース１２に接続されており、術者がこのシー
ス回転用操作部１７を回すことにより、シース１２が回
転する。このシース回転用操作部１７は、開口１２ａを
所望の回転位置に位置決めするためのものである。
【００３４】また、プローブ駆動部１０ａには、図示し
ない注水機構に接続された注水チューブ１８が接続され
る。この注水チューブ１８を介して、注水機構からシー
ス１２内に水や生理食塩水等の液体が注入される。この
液体注入は、シース１２内（特に振動子前面）から空気
を排除して超音波が被検体まで伝達されるようにするた
め、及び超音波振動子１６を冷却するために行われる。
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7
注入された液体は、開口１２ａから排出される。
【００３５】次に図４を参照して、本実施形態の装置の
制御機構について説明する。図示の構成において、超音
波プローブ１０とプローブ軸回転駆動部４２とを除く他
のユニットは、超音波治療診断装置本体に設けられてい
る。
【００３６】この構成において、超音波プローブ１０
は、切替器３０に接続されている。切替器３０は、診断
用送受信部３２及び治療用送信部４０に接続されてお
り、制御部４６の制御の下、これら両者を選択的に切り
替えて超音波プローブ１０に接続する。
【００３７】診断用送受信部３２は、数ｍＷ～十数ｍＷ
程度の診断用パワーの駆動信号を超音波プローブ１０に
供給して超音波振動子１６を励振すると共に、超音波振
動子１６が受信したエコー信号に増幅等の信号処理を施
し、画像形成部３４に入力する。画像形成部３４は、そ
のエコー信号に基づき、Ｂモード断層画像等の診断画像
を生成するための処理を行う。診断画像は画像メモリ部
３６上に生成され、表示部３８に表示される。この診断
用送受信部３２，画像形成部３４，画像メモリ部３６及
び表示部３８は、一般的な超音波診断装置の構成と同様
のものでよい。
【００３８】治療用送信部４０は、診断用パワーよりも
強い薬剤活性化用のパワー（例えば１Ｗ程度）の駆動信
号を超音波プローブ１０に供給し、超音波振動子１６を
励振する。一方、治療用送信部４０は、連続波送信用の
駆動信号を生成する。連続波を用いることで、放射され
る超音波のエネルギー密度を高くすることができる。薬
剤活性化のための超音波の周波数は、１～数ＭＨｚ程度
である。もちろん、使用する薬剤に応じて活性化しやす
い超音波の周波数が異なることも考えられるので、薬剤
に応じて励振周波数を切り替えられる構成とすることも
好適である。
【００３９】プローブ軸回転駆動部４２は、プローブ軸
１４を回転駆動するための機構であり、超音波プローブ
１０のプローブ駆動部１０ａに内蔵される。プローブ軸
回転駆動部４２は、制御部４６により制御される。診断
モードの場合、プローブ軸１４を画像フレームレートに
応じた所定回転速度で連続回転させることで、ラジアル
走査を実現する。治療モードの場合は、超音波振動子１
６の超音波送受面を開口１２ａの方向に位置合わせする
ために、プローブ軸１４の回転がサーボ制御される。こ
の開口１２ａに対する位置合わせ処理については、後で
詳細に説明する。
【００４０】開口位置検出部４４は、ラジアル走査の際
に診断用送受信部３２が取得したエコー受信信号に基づ
き、開口１２ａの位置を検出する。この開口位置の検出
は、シース１２によるエコーの有無に基づき行う。すな
わち、ラジアル走査の際、超音波ビームの方向が開口１
２ａの範囲にある間はシース１２の距離からのエコーが
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ないので、例えば、エコー受信信号におけるシース１２
の距離の部分をゲートで抽出し、そのレベルが所定しき
い値より高いか否かを判定することで、そのときのビー
ム方向に開口１２ａがあるかどうかを判断できる。検出
された開口位置の情報は、超音波振動子１６の向きを開
口１２ａに位置合わせする際の制御に利用される。ま
た、開口位置の情報をＢモード断層画像等の診断画像に
重畳表示することで、開口１２ａ自体を患部組織に向け
て位置合わせする際に術者の助けになる。
【００４１】制御部４６は、操作部４８からの術者の操
作指示入力に応じて、これまで説明した本装置の各ユニ
ットを制御し、指示に応じた動作を行わせる。診断モー
ドや治療モードも、この制御部４６の制御により実現さ
れる。
【００４２】注水機構５０は、シース１２内に水や生理
食塩水などの液体を供給するための機構である。供給さ
れた液体は、シース１２の開口１２ａから排出される。
診断モード及び治療モードにわたって、シース１２内に
連続的に液体供給を行うことで、音響媒体としての作用
及び超音波振動子１６の冷却作用が得られるとともに、
シース１２の外部の物質が開口１２ａからシース１２内
に逆流することを防止し、内部の超音波振動子１６等の
汚染を防止することができる。
【００４３】［作業手順例］以上、本実施形態の装置の
構成を説明した。次に、この装置を用いた診断及び治療
の作業手順の一例を説明する。以下では、胃や十二指腸
などの消化管のガンを診断・治療する場合を例にとって
説明する。
【００４４】（１）準備
例えば、ヘマトポリフィリンやその誘導体（いわゆるポ
リフィリン類）は、悪性腫瘍に集積することが知られて
いる。例えば従来は、ヘマトポリフィリンを投与後、４
８時間等の所定時間が経過したところで、光ファイバを
胃等に挿入し、レーザ光を患部に当ててヘマトポリフィ
リンを活性化し、治療を行っていた。本実施形態でも同
様に、薬剤を事前に患者に投与し、その薬剤が患部に集
積するタイミングを見計らって、本装置による診断・治
療を実行する。
【００４５】（２）患部の特定
本装置を用いた診断・治療の際には、まず対象となる消
化管内に水や生理食塩水等を充填した上で、口から内視
鏡の挿入部２１を挿入する。そして、内視鏡の光学系を
介して目視で患部を特定し、その患部近傍に超音波プロ
ーブ１０の先端部を近接させ、超音波プローブ１０を診
断モードで動作させて診断画像を形成し、表示する。こ
の診断画像により、術者は、患部表面だけでなく、その
内部の状況を把握することができ、より正確に患部を特
定することができる。
【００４６】（３）シース開口の位置合わせ
このように内視鏡及び超音波画像の双方により患部を特
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定すると、術者はシース回転操作部１７を操作してシー
ス１２を回し、開口１２ａが患部に向くようにする。こ
の開口１２ａの位置合わせは、内視鏡を用いて開口１２
ａの位置を目視で確認しながら行うことができる他、更
に超音波の診断画像上で開口１２ａと患部の位置関係を
確認しながら行うことができる。すなわち、ラジアル走
査によるＢモード診断画像では、シース１２が存在する
部分は高輝度で表示されるのに対し、開口１２ａの部分
は超音波反射がないため低輝度となり、全体として
「Ｃ」字形状のシース像２０６が表示される。したがっ
て、この「Ｃ」字状断面の開いた部分が患部に向くよ
う、シース回転操作部１７を操作してシース１２を回転
させることで、開口１２ａの位置合わせができる。この
ように超音波画像の場合、内視鏡よりも患部と開口１２
ａの相対位置関係が特定しやすいので、正確に開口１２
ａの位置決めを行うことができる。
【００４７】この開口１２ａの位置決めを更に容易にす
るために、図５に示すように、超音波画像上に開口１２
ａを示す開口位置ガイド表示２０８を表示したり、治療
モードでの大まかな治療範囲（薬剤活性化の有効範囲）
を示す治療範囲ガイド表示２１０を表示したりすること
も可能である。
【００４８】ここで、例示した開口位置ガイド表示２０
８は、開口１２ａの両端を示す表示である。すなわち、
ラジアル走査において、シース１２の距離におけるエコ
ー受信信号強度が所定のしきい値（シース１２のエコー
レベルと開口１２ａでのエコーレベルとを区別するしき
い値）を通過する時点のビーム方向を開口１２ａの両端
と判断し、これを診断画像に重畳して表示している。も
ちろん、例示した開口位置ガイド表示２０８のマーカ形
態は一例であり、このほかにも開口１２ａの範囲をカラ
ーで表示するなど様々な表示形態が考えられる。開口位
置ガイド表示２０８により、術者は開口１２ａの位置及
び範囲をよりよく把握することができる。
【００４９】また、例示の治療範囲ガイド表示２１０
は、治療モードでの超音波照射により想定される治療範
囲を囲む破線マーカの形態である。この表示は、開口位
置の検出結果に基づき生成する。もちろん、治療範囲ガ
イド表示２１０の表示形態はこれに限定されるものでは
ない。
【００５０】このような表示によれば、例えば超音波画
像において正常組織像２０４に囲まれて存在する患部組
織像２０２が、開口位置ガイド表示２０８で示される開
口の前方、あるいは治療範囲ガイド表示２１０で示され
る治療範囲内に含まれるようにシース１２を回して開口
１２ａの位置を調整することで、開口１２ａの正確な位
置合わせができる。
【００５１】なお、この位置合わせの際、治療範囲ガイ
ド表示２１０等により超音波振動子１６が患部から離れ
すぎていることが分かった場合は、内視鏡や超音波プロ
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ーブを操作して超音波振動子１６を患部に近づけること
もできる。
【００５２】（４）薬剤活性化による治療
患部が特定され、開口１２ａが患部に対して位置決めさ
れると、術者は操作部４８で、本装置のモードを治療モ
ードに切り替える。治療モードに切り替わると、制御部
４６はプローブ軸回転駆動部４２を制御して、超音波振
動子１６からの超音波ビームが患部に向く状態にし、そ
の状態でプローブ軸１４を固定状態にする。この超音波
振動子１６の位置合わせでは、例えばプローブ軸１４を
回転させながら、診断用パワーの超音波ビームを送受す
る。この時のエコー受信信号から開口位置検出部４４に
て開口１２ａの位置を判定し、開口１２ａのほぼ中央部
に対応する位置で超音波振動子１６を止める。この制御
は、サーボ機構を用いて実現することができる。この位
置合わせの際、プローブ軸１４の回転速度を診断画像生
成時よりも遅くすれば、位置合わせをより容易かつ高精
度で行うことができる。
【００５３】超音波振動子１６が開口１２ａに位置合わ
せされると、制御部４６は切替器３０を治療用送信部４
０に切り替え、薬剤活性化パワーの駆動信号で超音波振
動子１６を駆動する。これにより超音波振動子１６から
発せられる１Ｗ程度、数ＭＨｚの超音波が患部組織に照
射されると、レーザ光を照射した場合と同様の薬剤活性
化作用が得られる。この薬剤活性化による１回の治療期
間は、例えば数１０分間など所定の時間にわたって行
う。
【００５４】（５）治療効果の確認
１回の治療期間が完了すると、術者の操作により本装置
を診断モードに切り替え、患部の診断画像を形成するこ
ともできる。この診断画像により、薬剤の作用による腫
瘍の萎縮や組織変成の状況を確認することで、治療効果
を判断することができる。治療効果が十分でない場合
は、再度薬剤活性化パワーの超音波照射による治療期間
を行い、診断モードで治療効果を確認する。このように
して、十分な治療効果が得られたと判断されるまで、治
療期間と治療効果確認を繰り返し行うことができる。な
お、組織表面における治療効果の確認は、内視鏡による
目視確認でも行うことができる。
【００５５】以上、一連の作業手順を説明したが、長い
時間の治療においては、超音波振動子１６が開口の方向
からずれてしまう場合もある。そこで、例えば、１回の
治療期間を複数の区間に区切り、１区間の超音波照射が
終わるごとに制御部４６の制御により治療モード開始時
と同様の超音波振動子１６の位置合わせを行うようにす
ることで、超音波振動子１６の位置ずれによる治療効率
の低下を抑えることができる。
【００５６】また、患者や消化管の動きなどで、開口１
２ａや超音波プローブ１０自体が治療モード中に患部か
らずれたり、離れてしまうこともあり得る。このような
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事象は、例えば、術者が治療モード中内視鏡画像を監視
し、開口１２ａのずれ等を発見すると、内視鏡観察下で
開口１２ａの位置を調整したり、あるいは診断モードに
切り替えて超音波画像を見ながら開口１２ａの位置を調
整したりすることで、解消することができる。
【００５７】また、内視鏡を患者体内に挿入している間
に上記（４）の治療モードを複数回繰り返して実行する
場合、治療前及び治療モード間に効果確認のために生成
した診断画像を記憶しておき、それを時系列順に表示す
る機能を本装置に設けることで、治療が進むにつれて患
部組織がどのように変化していくかをわかりやすく表示
することができる。
【００５８】以上、本発明の好適な実施の形態を説明し
た。この説明から分かるように、本実施形態の装置は、
診断画像形成のための診断用送受信部３２に加え、薬剤
活性化のための高いエネルギー密度の超音波を放射する
ための治療用送信部４０を備えるので、１つの超音波プ
ローブ１０で診断と薬剤活性化治療の両方を行うことが
できる。超音波プローブ１０を、体内に抜き差しせずに
診断・治療ができるので、患部の特定から治療への移
行、及び治療から治療効果確認への移行を円滑に行うこ
とができる。また、超音波はレーザ光よりも到達可能深
度が大きいので、レーザ光を用いた従来の薬剤活性化治
療方式よりも深いところまで治療することができる。
【００５９】また、本実施形態では、光学式の内視鏡と
超音波診断治療装置を組み合わせて用いることで、超音
波照射治療中の超音波プローブ１０やシース開口１２ａ
の位置ずれを内視鏡で監視することができ、素早く対処
することが可能になる。
【００６０】また、本実施形態ではシース１２に開口１
２ａを設けたことにより、次のような様々な効果が得ら
れる。
【００６１】まず、開口１２ａの部分では超音波がシー
ス１２に遮られないので、開口１２ａを患部に向けるこ
とで治療モード時の超音波のエネルギーを効率的に患部
に伝えることができる。
【００６２】また、注水機構５０から超音波プローブ１
０内に注入した液体をその開口１２ａから排出すること
で、超音波振動子１６の冷却効果を高めることができ
る。特に本実施形態のように薬剤活性化のための高いパ
ワーを用いる場合は超音波振動子１６の発熱は大きい問
題となりうるが、本実施形態の構成では超音波振動子１
６に対して常に新たな冷却液（もちろん音響媒体でもあ*
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*る）を供給することができ、高い冷却効果が得られる。
【００６３】また、開口１２ａは、治療モード時の超音
波振動子１６の位置決めの基準として用いることがで
き、これにより前述したように超音波振動子１６の自動
的な位置決めができる。もちろん、このためには開口１
２ａを患部に向けて位置決めしておく必要があるが、こ
れは前述のように診断画像を見ながら手操作で比較的容
易に行うことができる。
【００６４】なお、開口１２ａに対し、金属など、シー
ス１２よりも超音波をよく反射する材質のマーカを設け
ることで、開口位置検出部４４による開口位置の判定を
より確実に行うことができる。マーカは、例えば開口１
２ａの周囲を取り囲む縁取りの形で設ければよい。
【００６５】以上説明した実施形態は本発明の一態様に
過ぎず、本発明の技術的思想の範囲内で様々な変形が可
能である。
【００６６】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
１つの超音波プローブで画像診断及び薬剤活性化治療の
両方を実行することができる。また、本発明では、プロ
ーブのシース先端に開口を設けたことで、超音波照射効
率の向上、治療時の振動子の位置決め自動化などといっ
た効果を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  実施形態の超音波診断治療装置の超音波プロ
ーブの先端部の構成を示す図である。
【図２】  シースの開口を正面から見た様子を示す図で
ある。
【図３】  実施形態の装置のプローブ部分全体の外観を
示す図である。
【図４】  実施形態の装置の制御機構を示す機能ブロッ
ク図である。
【図５】  ラジアル走査により得られる超音波画像を模
式的に示した図である。
【符号の説明】
１０  超音波プローブ、１２  シース、１２ａ  開口、
１４  プローブ軸、１６  超音波振動子、２２  内視鏡
先端部、２８  鉗子口、３０  切替器、３２診断用送受
信部、３４  画像形成部、３６  画像メモリ部、３８  
表示部、４０治療用送信部、４２  プローブ軸回転駆動
部、４４  開口位置検出部、４６制御部、４８  操作
部、５０  注水機構。
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